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1 【元中野町４丁目の空家について】
　元中野町内会

　元中野町４丁目７番９号横の空家について、担当部署
に連絡し、令和５年に、令和５年に現地を見ていただき
ましたが、その後連絡がなく、現在、壁、窓などが、かな
り危険な状態になっているので、何とかならないのでしょ
うかと、６月５日開催、町内定例役員会で要望がありまし
たので、対応よろしくお願い致します。

　当該空家は、令和７年８月に所有者の再確認、現地
調査を実施し、改めて適正管理を求める文書を発送い
たしました。
　市としましては、記載内容の工夫など、所有者に理解
いただけるような指導に努めてまいります。
　また、地域の安全確保の観点からも、状況が改善され
ない場合には、解体についても求めてまいります。

B 市民生活部
　市民生活課

2 【海岸清掃について】
　第七区親交会

　今年は暑さ対策で例年より時期を早めて頂きました
が、それでも高齢者の方には負担が大きく参加できま
せんでした。町内会での053行事では土日に開催し子
どもたちも楽しんで参加してくれます。土日開催や、小
中学校と連携して開催されてはどうでしょうか。市だけで
はなく、国との関連もあり調整が難しいかもしれません
が、子どもたちにも良い機会かと思いますので、よろしく
お願いします。

　海岸清掃の開催時期や小中学校との連携につきまし
ては、今後、国や北海道および参加者のご意見などを
伺いながら調整すると共に、海岸清掃自体がより良い
形になるよう検討してまいります。

B 都市建設部
　維持課

3 【パトロール強化について】
　第七区親交会

　元町・浜町の裏道（海側の通り）で、スピードを出す車
が多い。何度もお願いしておりますが、改めて、再度お
願いしたいです。ゆっくりすれ違うのもヒヤッとする場所
もあちこちあるし、歩いたり走ったりする方もいても速度
を落とさない車が多くて危ないです。特に朝の通勤時
間を要望します。

　当該地区につきましては、朝夕の通勤時間に絞った
当該地区でのパトロール強化を、令和７年８月に苫小牧
警察署へ要請しました。
　苫小牧署からは、朝の通勤時間を重点としたパトロー
ルの強化について、担当交番と調整していくとの回答を
いただいております。

B 市民生活部
　市民生活課
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4 【広報の件】
　第七区親交会

　細かいことかもしれませんが、町内会に毎月送って頂
いている広報は２部ですが、１通の封筒に２部だけ入っ
ています。市から定期的（月２回だったかと思いますが）
に送って頂いている郵便物をまとめてはどうでしょうか。

　広報とまこまいは、第七区親交会様からのご要望によ
り、毎月月末に２部会館へ郵送しております。
　広報紙は毎月月末に完成し、町内会への定期発送
（毎月5日、15日、25日）を利用すると、お届けが毎月5
日以降となってしまいます。
　先日管理人様にも電話で確認させていただきました
が、広報紙は今後も個別郵送したいと考えております。

A 総合政策部
　秘書広報課

5 【公園内での喫煙規制】
　若草町内会

　当町内会の区域に、「わかくさ公園」があります。
　「わかくさ公園」は、午前中は、先生に引率された幼稚
園や保育所の園児、午後は小中学生が多数訪れ､賑
わっています。
　公園内には、公衆トイレが設置されています。
このトイレは、利用者が多いのですが、特に、昼夜問わ
ず、車で乗り付けて利用する人が多い状況です。
用を足した後には、煙草を一服する人も多いらしく、トイ
レやベンチ周辺の地面には、残念ながら、いつも吸い
殻が落ちている。
　地域住民としては、きれいな空気の、きれいな公園で
子供達には遊んでもらいたいと考えます。
　このため、町内会として、以下について要望するもの
です。
１）市内の、児童が多く利用する公園とその周辺道路で
の喫煙を禁止する条例の制定（将来に向けては、公園
周辺に限らず、市内全域で路上喫煙を規制することを
望む）
２）上記が難しければ、当面の暫定対策として、喫煙マ
ナーを呼び掛ける看板の設置

１）本市では、受動喫煙による市民の健康への悪影響
を未然に防ぐことを目的に、令和２年４月から「苫小牧
市受動喫煙防止条例」を施行しております。
　本条例では、「通学路、公園、その他の公共の場所で
受動喫煙を生じさせることがないよう努めること」を市民
の責務として定めていることから、地域のお子さんたち
が安心して公園等を利用できるよう、受動喫煙防止のた
めの啓発活動に積極的に取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　（健康こども部健康支援課）

２）若草公園のトイレやベンチ周辺おいて、喫煙マナー
を呼びかける看板を設置しました。
　　　　　　　　　　　　　　　（都市建設部緑地公園課）

B

A

健康こども部
　健康支援課

都市建設部
　緑地公園課
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6 【選挙公報が届かない】
　若草町内会

　７月20日投票の「参議院選挙」の「選挙公報」が届か
ないまま、今に至っています。
　昨年10月の衆議院議員選挙でも同様でありました。
　テレビや各種SNSで選挙関連の情報が得られる時代
とはいえ、候補者側から提供された紙に書いた情報
は、スマホと無縁な生活をしている高齢者などには、今
なお重要であります。
　公職選挙法では、選挙公報は、市町村の選挙管理委
員会が、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者
の属する各世帯に対して、選挙の期日前２日までに、配
布することとされています。
　期日前投票の開始までに配布が間に合わないのは仕
方がありませんが、投票日を過ぎても公報が届けられて
いないというのは、市民の選挙権行使を阻害する重大
な事態であろうと考えます。
　国政選挙の選挙公報は、北海道選挙管理委員会から
各地の市町村選挙管理委員会へ送付され、市町村か
ら各戸へ配布されると承知しておりますが、どの段階で
どういう理由で滞ったのか、配られなかった公報はどう
なったのか、検証と説明を求めます。

　選挙公報の未配布について回答いたします。公職選
挙法上の配布期限及び国政選挙時の公報配布につい
てはご指摘のとおりです。北海道から当市選挙管理委
員会への送付以降の手順等については以下のとおりと
なります。
①北海道（配送業者）から当市（配布業務受託業者）へ
の配送
②引き渡し時の立会い７月６日(日)午前11時30分
91,000部
③２日前となる７月18日までの間に全世帯への配布を
行う
④未配布を防止する方法等として仕様書に記載し確認
している内容は以下のとおり
・新聞/チラシ等との折り込みによる方法は不可としてい
る
・単独配布若しくは新聞等との同時配布により確実に１
戸１戸配布をすること
・配布時間は午前４時から午後10時まで
【未配布かどうかの特定確認】
ご住所お名前を聞いたうえで業者に確認は可能です。
【未配布となった公報は？】
全戸配布を基本としながら他の方法による公報配布に
回っています。
・市内コミセンや出張所への設置
・期日前投票所への設置（当日投票所は投票所に渡し
ています）
・未配布連絡者への配布用として保管

C 選挙管理委員会
　事務局

7 【空き家の解体】
　大町寿町内会

　大町２丁目丸松博愛社向かいの白い空き家が著しく
廃墟化されています。歩行するにも危険な状況になっ
ています。家主の方に解体して戴くよう要請します。

　当該空家は、令和７年７月に所有者の再確認、現地
調査を実施し、改めて状況を確認しております。
　これまでの調査を通じて、権利関係により、直ちに解
体することが難しい状況でございますが、市としまして
は、推移を見守るとともに、定期的な巡回を行い、周囲
の安全確認に努めてまいります。

B 市民生活部
　市民生活課

3



要望
番号

要　望  事  項 取 組 状 況 等
反映
区分

担 当 部 課

8 【横断歩道設置の要望】
　弥生連合町内会

　弥生町２丁目22番16と弥生１丁目19番18弥生わかば
公園北側道路は一時停止でしたが、５年程前一時停止
が解除され、弥生郵便局方面より北進し弥生２丁目22
番16と弥生１丁目19番18弥生わかば公園通り角が一時
停止に変更され、この箇所には横断歩道が設置されて
おらず、弥生わかば公園利用の子供達が道路を往来
し、走行車両が増えている状況から交通事故が懸念さ
れますので、早急に横断歩道の設置を要望いたしま
す。

　横断歩道の設置は、これまでも苫小牧警察署へ要望
書を提出しておりましたが、一定以上の交通量、横断歩
行者がいる場所でなければ設置の要件に当てはまら
ず、当該場所は必要性が低い現状と伺っております。
　新規整備は大変厳しい状況ではございますが、今後
も苫小牧警察署等と意見交換を重ねながら、地域要望
の実現に向けて取組んでまいります。

B 市民生活部
　市民生活課

9 【船見町の通学路を含めた、交通安全体制の充実】
　船見町港北町内会

　船見町は交通弱者が多く。特に老人や子供・身体障
碍者などの安全に暮らしていける町ではないのが現状
です。特にJR線路側に朝夕の混雑とスピード違反行為
や乱暴な運転が多いです。安全のため取り締まりの強
化をお願いいたします。

　当該地区につきましては、朝夕の通勤時間に絞った
当該地区でのパトロール強化を、令和７年８月に苫小牧
警察署へ要請しました。
　苫小牧署からは、担当交番でのパトロール強化の調
整と、状況に応じた取り締まりを実施するとの回答をい
ただいております。

B 市民生活部
　市民生活課
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10 【交通網の確立と自動運転バスの導入など交通インフ
ラの整備】
　船見町港北町内会

　船見町は苫小牧市の中の、陸の孤島です。小学校や
中学校は遠距離通学で、校区の変更などを何十年もの
間、訴えてきましたが変更されませんでした。交通手段
がタクシー以外は全くなく、自家用車がない人は生活し
ていくのが難しい地域です。子供と老人のため自動運
転バスの導入を早期に進めていただけますようお願い
致します。

　自動運転バスにつきましては、令和５年度及び令和６
年度の2年間、苫小牧駅前からぷらっとみなと市場まで
の実証運行を行いましたが、降雪・積雪におけるセン
サー障害等が確認され、レベル４以上の自動運転を公
共交通として実装化するには、さらなる技術の向上が不
可欠であると判断しております。また、１台１億円という
外国製車両の購入費用に対する財源確保も大きな課
題であると認識しております。
　市としましては、冬季でのレベル４以上での運行を可
能にする車両性能の進化と、国産化による費用の低廉
化の動向を注視してまいります。
　なお、船見町につきましては、苫小牧駅に向かう路線
バスは、「24フェリー線」午前６時台、午前９時台、午前
11時台及び午後５時台、「25勇払線」午前８時台の計５
便運行しておりますので、バスの運行状況がリアルタイ
ムでわかるバスロケーションシステムや時刻表を参考
に、ご利用いただきますようお願いいたします。

C 総合政策部
　まちづくり推進課
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11 【高齢者支援助成金の住民誤解の是正についてお願
い。】
　船見町港北町内会

　過去に、敬老会祝金の補助が3,000円だった時代が
あり、現在は高齢者支援助成金1,000円として、町内会
に交付されるようになりましたが、これが個人に支払わ
れるお金と誤解している方が、まだたくさんいます。個人
給付の「敬老会祝い金」が存在しないことを広報などで
周知して敬老会に関する町内会の負担を軽減してくだ
さいますようお願いいたします。

　本助成金は、町内会等が行う敬老事業、地域事業、
交流事業、学習事業などの費用を助成するものであり、
一人当たり1,000円を積算基準として町内会に助成金を
交付しております。そのため、本助成金は個人に直接
現金を給付することを町内会に求める助成金ではありま
せん。
　しかし、コロナ禍において敬老会等の事業が実施でき
ずに、新たに金品等を還元する事業を選択された町内
会も増えています。
　市としましては、各町内会で「高齢者を敬い、長寿を
祝うこと」などの目的を達成していると判断される場合に
は、個人への直接的な給付であってもその実施は妨げ
られないものと考えていますが、現金による給付を推奨
してはおりません。
　他の町内会からも同様の声をいただいていることか
ら、本助成金が町内会が直接、対象者に現金を給付す
る趣旨のものではないことについて、市民の方々へお
知らせできるよう検討してまいりたいと考えております。

B 福祉部
　総合福祉課

12 【一条通り旧トピア跡地の現状について】
　二区町内会

　錦町、旧トピア跡地がそのままになっています。中心
市街地にある大きな土地なので、町内会としてもどのよ
うに所有者、行政が活用していくのか、関心があります。
現況をお知らせ下さい。

　旧トピア跡地は、所有者により維持管理されておりま
すが、今後の活用については把握している情報はござ
いません。
　市としましては、中心市街地として賑わい創出に繋が
る土地利用が望ましいと考えておりますので、引き続
き、跡地利活用の動向に注視してまいります。

C 総合政策部
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13 【二区町内会あばれ獅子を安定的に継続するために】
　二区町内会

　現在、町内会が主体となってあばれ獅子を樽前山神
社祭典の時期におこなっており、次の世代にも郷土芸
能として継続していきたいと考えています。人手不足、
資金不足の現状が続いています。行政として、何かでき
る事はないのでしょうか？

　現在、市の固有の伝統芸能として、その保存や普及
のため苫小牧市文化芸術関係団体である勇払千人隊
芸能保存会に補助をしております。
　町内会が行っているあばれ獅子については、補助に
該当しないものと考えております。(教育部生涯学習課）

   町内会への助成金といたしましては、住民組織活動
助成交付金がございますので、お話のあばれ獅子を含
む町内会主体の様々な活動にご活用いただきたいと考
えております。　　　　　　　　　（市民生活部市民生活課）

C 教育部
　生涯学習課

市民生活部
　市民生活課
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